
生
活

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
届
に
つ
い
て

　
　
　
　

１
０
０
５
２
６
３

　

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
し
て
い
る
方

は
、
毎
年
１
月
末
ま
で
に
飼
育
届

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

｢

業｣

で
は
な
く
、
趣
味
で
ミ
ツ
バ

チ
を
飼
育
し
て
い
る
方
も
届
け
出

が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
場

合
は
届
け
出
の
対
象
外
で
す
。

・
農
作
物
な
ど
の
花
粉
受
精
の
た

め
、
一
時
的
に
飼
育
す
る
場
合

・
密
閉
構
造
の
飼
育
設
備
で
飼

育
す
る
場
合

・
自
然
巣す
ど
う洞
、
重
箱
式
巣
箱
な

ど
、
反
復
利
用
可
能
な
巣
枠
、

巣す

ひ脾
を
用
い
な
い
で
飼
育
し
、

ハ
チ
ミ
ツ
な
ど
の
販
売
を
し

て
い
な
い
場
合

届
出
期
限：１
月
31
日（
金
）　

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
農
政
課

☎
27‐７
２
７
５

22‐３
８
１
７

【
縦
覧
】東
三
河
都
市
計
画

の
変
更
案
に
つ
い
て

１
０
０
４
７
０
３

　

本
市
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の

変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。ご
意
見
が

あ
る
方
は
、期
間
満
了
の
日
ま
で
に

本
市
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

・
下
水
道
の
変
更（
赤
羽
根
放
流

幹
線
）

日
時：
１
月
６
日（
月
）～
20
日

（
月
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分　

場
所：
下
水
道
課
（
市
役

所
北
庁
舎
２
階
）

▼
下
水
道
課

☎
23‐３
５
２
５

22‐３
１
８
４

下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま
し

ょ
う　
　　
　

１
０
０
１
０
０
４

▪
下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

　
下
水
道
は
、
私
た
ち
の
家
庭
な

ど
か
ら
出
る
生
活
排
水
を
き
れ
い

に
し
て
川
や
海
に
戻
し
、
快
適
な

生
活
環
境
を
つ
く
る
と
共
に
、
海

や
川
を
汚
染
か
ら
守
る
施
設
で

す
。

　
下
水
道
を
使
え
る
区
域
で
ま
だ

接
続
を
し
て
い
な
い
方
は
、
接
続

を
お
願
い
し
ま
す
。

▪
異
物
を
流
さ
な
い
で
！

　
下
水
道
施
設
へ
異
物
が
流
入
す

る
と
、
故
障
の
原
因
に
な
り
、
適

切
な
汚
水
処
理
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

水
洗
便
器
に
、
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
以
外
の
も
の
を
流
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
下
水
道
課

☎
23‐３
５
２
５

22‐３
１
８
４

２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン

サ
ス
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

１
０
０
６
５
７
６

　
２
月
１
日
現
在
で
、
全
国
一
斉

に
２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
５
年
ご
と
に
実

施
す
る
農
林
業
に
関
す
る
最
も
基

本
的
な
統
計
調
査
で
す
。

　
１
月
上
旬
か
ら
農
林
業
を
営
ん

で
い
る
皆
さ
ん
の
所
に
調
査
員
が

伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
票
に
経
営

状
況
な
ど
記
入
を
お
願
い
し
ま

す
。
記
入
さ
れ
た
内
容
は
、
統
計

以
外
の
目
的
に
は
使
用
し
ま
せ

ん
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23‐３
５
０
６

23‐０
１
８
０

Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
登
録
説
明
会

１
０
０
６
５
７
８

対
象：
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方
で
聴
覚
や
発
話
な
ど
の
障
害

で
音
声
で
の
緊
急
通
報
が
困
難
な

方　
日
時
：
２
月
１
日（
土
）・２
日

（
日
）の
い
ず
れ
か
／
午
後
２
時
～

４
時（
30
分
前
受
付
）　

場
所：
田

原
福
祉
セ
ン
タ
ー　
内
容：対
象
の

方
が
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
使
っ

て
画
面
へ
の
タ
ッ
チ
や
文
字
入
力
を

行
う
こ
と
で
、

１
１
９
番
通

報
が
で
き
る

シ
ス
テ
ム
の

説
明
／
利
用

に
は
事
前
登

録
が
必
要
な

た
め
希
望
者

は
説
明
会
へ

の
出
席
が
必

要▼
田
原
市
消
防
署

☎
23‐０
１
１
９

23‐２
４
４
０

▼
地
域
福
祉
課

☎
23‐３
６
９
７

23‐３
５
４
５

■１月１０日は「１１０番の日」
～事件・事故・緊急事案は１１０番～
●110番は警察への緊急通報手段！
　事件解決のキーワードは「すばやい通報」
です。次のときは迷わず１１０番してください。
○交通事故やひき逃げに遭った、目撃したとき
○ひったくりや空き巣などの犯罪に遭った、目
撃したとき
○不審者に声を掛けられた、見知らぬ人物が
家の中をのぞいていた、目撃したとき
●聴覚などに障害のある方はWeb110番

（http://www.ap-web110.jp/）や、FAX110
番（0120-110-369）をご利用ください。
●急を要さない相談などは、
警察安全相談専用電話「♯
９１１０」をご利用ください。

▶田原警察署☎23-0110
田原警察署だより

T A H A R A
≫田原市のデータ

交通事故発生件数

窃盗犯罪発生件数

火災・救急件数

※（　）内の数字は
　2019年の累計

11月

●人身14件（136件）
●負傷18人（190人）
●死亡0人（0人）
●物損94件（1150件）

●侵入盗2件（17件）
●乗物盗3件（22件）
●非侵入盗4件（66件）

●火災3件（24件）
●救急187件（2218件）

広報たはら  令和2年1月│    │19

おしらせ INFORMATION ※ ・ＨＰ=ホームページ／ =市ＨＰでの検索用ページＩＤ／市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


